
西表国立公園公園区域及びの公園計画の変更に関する

パブリック・コメントの実施結果について

１ 意見募集方法の概要

（１）意見募集の周知方法

変更案概要を環境省ホームページに掲載

記者発表

地元紙掲載

無線での広報

説明会

チラシ配布

（２）変更案の確認方法

環境省自然環境局国立公園課、沖縄奄美地区自然保護事務所、石垣自然保護官事務

所、西表自然保護官事務所で、変更案（指定書，公園計画書及び図面）を閲覧可能

（３）意見提出期間

平成１４年９月２４日から１０月２５日まで（約１ヶ月間）

（４）意見提出方法

郵送，ファックス又は電子メール

（５）意見提出先

環境省自然環境局国立公園課

２ 意見募集の結果

・封書によるもの １通

・ファックスによるもの １３通

・電子メールによるもの ２５通

合 計 ３９通

３ 整理した意見の総数

・今回の変更に係る意見 ８件

・その他の意見 １９件



西表国立公園の公園区域及び公園計画の変更に関する

パブリックコメントの実施結果

番号 ご 意 見 件数 対 応 方 針

公園区域に関する意見

１ さらなる拡張を求める ２３ 環境省原案のとおりとします。

＊島全域（１３） 環境省としてもさらなる拡張は必要と認識しており、今後調査等により知見

＊イリオモテヤマネコ、セマルハコガメ等の希少種保護、 を充実させ、関係者と調整をはかりながら、拡張を検討して参ります。

その他生態系保護の観点から必要な区域

＊西表島のリーフ

＊各河口のマングローブ林

＊島内にある河川周辺とその河口域

＊その他具体的地域

（島の北部）

北岸 浦内川の河口域から月が浜一帯

北岸道路沿い 西田川流域

（島の東部）

古見岳周辺 西表 周辺の山林WLC
（島の西部）

島の西側全域 船浮湾 鹿川湾以西の地域

崎山半島 崎山湾 外離島・内離島周辺 網取湾

鹿川湾周辺 星砂ビーチ



番号 ご 意 見 件数 対 応 方 針

２ 区域の削除に反対 ８ 環境省原案のとおりとします。

今回削除を行うのは、西表の一部、南風見の一部、石垣市地先水面の一

部ですが、それぞれの理由は以下のとおりです。

・ 区域線の明確化のため。西表の一部…

・南風見の一部 公園…そのほとんどがサトウキビ畑として整備されており、

としての資質を有していないため。

・石垣市地先水面の一部 港湾区域との整合性及び区域線の明確化を図…

るため。

３ 国際サンゴ礁モニタリングセンター及び西表野生生物センタ １ 両施設周辺は特に保護すべき自然環境を有していないため、施設敷きの

ーの敷地のみの拡張に疑問 みの公園区域編入は今回見送ります。ただし両施設は西表における自然

情報の発信施設として重要であるとともに自然を紹介するための施設の整

備が望まれていることから、博物展示施設計画を位置づけます。

公園区域線の位置に関する意見

４ 農地と国有地の境界より３０ｍは公園区域から除外のこと １ 環境省原案のとおりとします。区域線の明確化のため、境界線は道路界や

河川界、国有林界（小班界）、汀線界等を用いることとしています。なお、農

業活動については、その必要性から、一部の行為については自然公園法

の不要許可行為等が認められています。

保護規制計画に関する意見

５ 黒島阿名泊の海岸線の格上げを求める １ 今後関係各機関と調整をはかりながら、格上げを検討して参ります。

６ 耕作地の格下げ に反対 １ 現況から見て特別地域の資質にかけることから、環境省原案のとおりとしま34ha
す。



番号 ご 意 見 対 応 方 針

７ 特別保護地区１，７８６ の格上げに賛成 １ 環境省原案のとおりとします。ha

８ 調査をした上で、新たな海中公園指定を求める １ 関係各者との調整をはかりながら、次今後必要な調査を行うとともに、

回点検にむけて検討して参ります。

今回の環境省案に直接関係のない意見等

国立公園内の営農用資材調達の黙認を求める 農業活動については、その必要性から、一部の行為については、自然公

園法の不要許可行為等が認められていますが、すべての行為が認められ

ているわけではありません。

パブリックコメントのやり方、特に意見募集の周知方法につ 改善について努力していますが、さらに周知方法や内容の充実に努めて

いての改善を求める 参ります。

石垣東部石垣島オモト岳、同北東部（平久保）の公園区域 環境省では現在、白保をはじめ石垣島において国立公園編入を検討して

編入を求める おり、引き続き関係者と調整を図って参ります。



番号 ご 意 見 対 応 方 針

その他の意見 今回の再検討後も、各種調査、地元との対話、専門家の意見を聞くなど

＊レンジャーの増員等環境省の管理体制の保護強化を し、管理体制の充実、定期的な点検の実施、適正な施設整備を進めて参り

求める ます。

＊島民や専門家を交え、（ゴミ問題や水源問題、ダム問題

を含めた）、島の将来やあり方を考えるシステムや検討

を求める

＊月ヶ浜リゾート開発に懸念若しくは反対

＊木道、係留地整備、案内板の設置などの整備を求める

＊もっと早い段階で住民の意見を取り込むシステム等再

検討、点検のやり方の改善をもとめる

＊変更案段階での、環境保全阻害要因、利用計画の情

報公開をもとめる

＊５年ごとの点検の確実な実施と意見募集を求める

＊用語の定義について説明を求める

＊エコツーリズムを中心にした観光を求める

＊マリウドの滝の表記についての情報

＊西表島全体の生態系を解明する詳細な調査（動態把

握等）の実施とその成果を活用した次回の点検を求め

る。

＊希少種等の保護、生態系の保護を求める

＊オーストラリアの公園管理を見習うことを求める

＊審議会には地元の有識者を加えることを求める

＊歴史文化の地を公園区域編入を求める

＊環境省の行政に対する意見 他


